
機密保持誓約書

●●株式会社　殿

20xx年　　月　　　日付け、貴社と締結した「業務請負基本契約書」に基づき、当社は、当社が企画・開発する貴社Webサイト「　　　　　　　　ホームページ」（以下、「当該Webサイト」といいます。）に関し当社が知り得た貴社の機密情報の保持について次のとおりとすることを確認し、かつ、誓約いたします。
第１条（機密情報）

本誓約書において「機密情報」とは、当社が貴社から取得した資料や、取材や打ち合わせを通して得た社内情報、その他、当該Webサイト開発に関して当社が知り得た貴社に関する一切の情報をいうものとします。

第2条（当社の義務）

1． 当社は機密情報を、善良なる管理者の注意をもって保持し、当該Webサイト開発以外の目的で、貴社の事前の承諾なく第三者に対して直接、間接を問わず漏洩しないものとします。

2． 当社は、当該Webサイト開発にあたり、貴社の事前の承諾がある場合に限り、機密情報を当該Webサイトに掲載することができるものとします。

3． 当社は、自己の役員、従業員、業務委託者に制作上の都合で、機密情報を開示する場合は、当社の責任において本誓約の内容を遵守させるものとします。

4． 当社は、本誓約が終了した場合または貴社からの要求があった場合、直ちに機密情報を貴社に返還または無償譲渡するものとし、物理的に返還または譲渡することが不可能な場合には、貴社の指示に従い安全に廃棄･消去したうえ、その旨を速やかに貴社に書面で通知し、貴社はこれを確認するものとします。 

第3条（誓約日との関係）

　本誓約の誓約日にかかわらず、本誓約は、第1条に定める機密情報のすべてに適用されるものとします。

第4条（存続条項）

　当社の本誓約に基づく義務は、当該Webサイト開発契約終了後においても存続するものとします。

第5条（適用除外）

　次の各号に該当する情報について当社は本誓約に基づく守秘義務を負わないものとします。

ただし、当社が次の各号のいずれに属するかを立証できない事項は、貴社の書面による承認のもと本条を適用するものとします。

(1)　すでに当社において機密保持義務を負うことなく適法な過程を経て保有していたもの

(2)　すでに適法な過程を経て公知のもの、もしくは当社の責めによらず適法な過程を経て公知となったもの

(3)　当社が第三者より機密保持義務を負わされることなく適法に受け取ったもの

(4)　貴社が第三者に対し機密保持義務を負わすことなく開示したもの

(5)　貴社から知り得た情報によらずして当社が独自に開発したもの

(6)　貴社の事前の書面による承諾により当社が開示したもの

第6条（権利）

1．機密情報にかかる知的財産権は、貴社に帰属するものとします。

2．前項に定めるほか、両当事者は機密情報に関し、いかなる知的財産権に係わる権利をも本誓約により取得するものではないものとします。

第７条（本契約書との関係）

本誓約書は、「業務請負基本契約書」をいかなる条項をも変更するものではありません。

第8条（準拠法、合意管轄）

1．本誓約の準拠法は、日本法とします。

2．本誓約により生ずる紛争については、貴社の本店の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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